
健康保険・給付

70歳未満

☆被保険者および被扶養者の1人ひとりについて、同一月に同一医療機関において、保険

診療を受けた際の自己負担額が、一般80,100円（上位所得者150,000円）を超えた場合、医

療費から267,000円（上位所得者500,000円）を控除した額に1%を乗じた額を控除した額

が、高額療養費として支給されます（低所得者は35,400円を超えた額）。

　一般・上位所得者の高額療養費
　一般
　自己負担額−｛80,100円＋（医療費− 267,000円）×1％｝

　上位所得者
　（月額530,000円以上の被保険者とその被扶養者）
　自己負担額−｛150,000円＋（医療費− 500,000円）×1％｝

☆自己負担額が同一世帯、同一月に1件21,000円以上を合算して80,100円（上位所得者

150,000円）を超えた額より、合算した医療費から267,000円（上位所得者500,000円）を控

除した額に1%を乗じた額を控除した額が、合算高額療養費として支給されます（低所得

者は35,400円を超えた額）。

☆同一世帯において、療養のあった月以前12ヵ月間にすでに高額療養費の支給のあっ

た月が3ヵ月以上ある場合は、４ヵ月目以降からは、自己負担が44,400円（上位所得者

83,400円、低所得者24,600円）を超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の高額な入院医療費が自己負担限度額までに

　70歳未満の方の入院による医療費が高額になった場合、当健保組合に事前に申請して交

付を受けた「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示すると、1医療機関ごとの支払いが

自己負担限度額までとなります。

※上記自己負担限度額の算出方法は健康保険法によります。
★提出書類
 「  健康保険限度額適用認定申請書」

高齢受給者（70歳以上75歳未満）

　通院で一般の個人単位自己負担限度額は12,000円（入院44,400円）、通院での現役並み所

得者は44,400円、通院での低所得者は8,000円を超えた額が高額療養費として支給されます。

高額療養費を受けるとき ☆同一世帯で同一月に自己負担が複数ある場合は合算して、一般は44,400円（※低所得者Ⅱ

24,600円・低所得者Ⅰ15,000円）を超えた額、現役並み所得者は自己負担額から80,100円

と医療費から267,000円を控除した額に1％を乗じた額を控除した額が、高額療養費とし

て支給されます。

☆現役並み所得者の同一世帯において、療養のあった月以前12カ月間にすでに高額療養費

の支給のあった月が3カ月以上ある場合は、４カ月目以降からは44,400円を超えた額が高

額療養費として支給されます。

※低所得者Ⅱ … 住民税非課税者
　低所得者Ⅰ … 住民税非課税者（年金収入80万円以下等）

特定疾病にかかる特例

☆当健保組合に申請して特定疾病療養受療証の交付を受け、人工透析が必要な慢性腎不全

（人工透析患者）、療養に要する期間が長く高額な治療を継続して行う必要のある血友病、

後天性免疫不全症候群により受診している場合は、１カ月10,000円（人工透析を要する

患者が上位所得者に該当する場合は、20,000円）を超える部分については高額療養費と

して現物給付として支給されます。

★提出書類
　「健康保険特定疾病療養受療証交付申請書」

高額療養費

健康保険限度額適用認定申請書 健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
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上位所得者（標準報酬月額53万円以上）
　150,000＋（総医療費－500,000円）×1％
一般所得者
　80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
市町村民税非課税者等
　35,400円

70歳未満の1 ヵ月当たりの高額療養費の自己負担限度額


